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Ⅰ　はじめに

　ホスピタリティは観光・宿泊・アトラクション
などの領域で語られることが多い。ディズニーラ
ンドやリッツカールトンホテルなどの本が書店で
発刊されている。ホスピタリティを研究すること
は、確かにサービス業として、客の満足を得て、
リピーターを増やし、企業としての競争力を高め
ることに参考になると思われる。しかし、ホスピ
タリティはそれだけの意味には留まらないであろ
う。福祉なども対象に含む普遍性があり1）、特に

福祉の領域でそれを十分に活用するためにも、
本質的な意味にさかのぼる必要があると考えられ
る2）。さもなければ、ホスピタリティが営利目的
の過剰な娯楽的サービスのみを意味すると誤解さ
れないからである3）。
　実は、ホスピタリティ4）は、人類学、考古学、
植民地独立後理論、聖書研究、古典、ジェンダー
研究、哲学、社会学などの立場から議論されてき
た。決してホスピタリティ産業のあり方のみを議
論していたわけではないのである。そして、その
多岐にわたる議論の中の一つとして、挙げられる
ものに、デリダの脱構築の立場からの探求がある。
　本稿では本質的理解につながるものとして、デ
リダの脱構築的思想から導き出された「不可能性
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そしてそのような制限のある姿勢に対して、デリ
ダが提唱するのが、他者の歓待であり、ここで注
意すべきは彼の言うところの歓待が、我々がこの
語を使う際に通常理解するような「寛容をもっと
推し進めたもの」とは似ても似つかないものであ
る。むしろデリダによれば、寛容は歓待の反対物、
あるいは歓待を制限してしまうものである9）。
　しばしば取り上げられることであるが、デリダ
の姿勢を明確にするために、カントへの批判を取
り上げたい。デリダはカントの「永久平和のため
に」の「永遠平和のための第三確定条項」に批判
を向ける。それは、外国人（異邦人）は世界市民
法に基づいて「歓待の権利」を有するが、しかし
それは「訪問の権利」に制限されるべきものだと
いうものである。「普遍的歓待は訪問の権利しか
許さず、居留の権利は与えない」10）というもの
であった。言い換えれば、カントの世界市民主義
は近代の国民国家の国家主義の域に留まってお
り、外国人を、他者を「即時的に〈無媒介に〉、
無限に無条件に迎え入れることを果てしなく宙吊
りにし、それに条件を課すものとなっている11）。 
無論デリダもカントのコスモポリタンとしての姿
勢を否定するものではないが、彼の脱構築によれ
ば十分に議論されていないのである。
　歓待について、デリダの言明が重要な示唆を与
えてくれているように思われる。デリダはゼミナー
ルのテーマなどで、歓待を取り上げる際に彼が意
識しているのは、移民や難民、強制移住させられ
た人々、無国籍者などの庇護の問題である12）。そ
して、デリダは異邦人の歓待の可能性を探る。そ
のため、彼は一見両立しがたい二種類の歓待を区
別することから始める。
　一方には、異邦人を無条件に受け入れる絶対的
な歓待がある。これは国境や家の戸口に到来する
人を、そのアイデンティティや使用言語を問いた
ださず、名前も聞かず、またいかなる代償も求め
ず迎え入れる歓待である。
　他方には、条件的な歓待、即ち庇護の要求の正
当性、アイデンティティなどを確認した上で、その
権利と義務を法律的に定めようとする歓待がある。
　そして、デリダは無条件の歓待を抽象的なモラ
ルやユートピアとして要求しているのではない。

のアポリア」を紹介し、また筆者が行なった調査
の結果も示し、ホスピタリティの本質的構造に
迫っていきたいと考えるものである。
　アポリアとは、「道がない」「通行できない」と
いう意味で、ここには「不可能なもの」が見られ
る。しかも、進む事のできない道を横断しなけれ
ばならないという「アポリアの経験」をデリダは
主張する。つまり道の無いところ、先へ進めない
ところを横断するという逆説的な意味になる5）。
　なお表記上、デリダのホスピタリティは歓待と
訳されており6）、本稿ではホスピタリティの広く
解釈されたイメージとの混乱を避けるために、以
下歓待と記す。

Ⅱ　デリダの歓待

　デリダは脱構築の思想家として著名である。デ
リダは脱構築という作業により、様々なテキスト
において特権的・中心的に価値付けられているも
のが、実は究極的な根源ではないということを示
し、それよりもさらに根源的な働きを明らかにし
ていく。脱構築を通して我々に異なった読み方―
即ち、永続性の欠如、矛盾撞着、理想化や低評価
の不安定な力といったものに対して、より注意を
凝らすような読み方をするように促している。
　以下に、デリダが従来の支配的な概念を脱構築
し、「歓待」のアポリアについて論じていること
を示したい。
　まず、デリダが歓待を論じるに際して、寛容と
は異なるものとしていることを明確にしたい。デ
リダが寛容の概念を拒否している。その理由は極
めて明快である。
　「実際、寛容は何よりも慈悲の一形態です。そ
れゆえ、たとえユダヤ教徒とイスラム教徒がこの
言葉と同じように自分のものとするように見えよ
うとも、それはキリスト教的慈悲なのです。寛容
はつねに強者の道理の側にあり、そこでは「力が
正義」です。」7）

　それは「私たちのルール、私たちの生活様式、
さらには私たちの言語、私たちの文化、私たちの
政治システム等々に他者が従うことにおいてのみ
提供される」8）ものである。
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きであるとしている20）。但しここで留意しなけれ
ばならないのは、このようにしてやって来る他者
は身元不明であり、それを問いただされることも
ないために、この歓待は危険でもある。デリダの
最もインパクトのある文章の一つを引用する21）。

　無条件の歓待があるために、他者がやってきて
家を破壊し、革命を起こし、すべてを盗み、皆殺
しにしていく危険を受け入れなければならない。
これが純粋な艦隊と純粋な贈与の危険なのである

　無論デリダはこのような無条件の歓待を生きる
ことが不可能であることは承知している22）。しか
し、無条件の歓待と条件つき歓待は対立的である
が、相互に排除しあうことのない、奇妙な関係が
浮かび上がってくる。

Ⅳ　ソーシャルワーカーの倫理

　ソーシャルワーカーの倫理綱領（社会福祉専門
職団体協議会代表者会議（2005年１月27日制定）
によれば、前文では下記の通り示されている。（以
下下線は筆者）
　われわれソーシャルワーカーは、すべての人が
人間としての尊厳を有し、価値ある存在であり、
平等であることを深く認識する。われわれは平和
を擁護し、人権と社会正義の原理に則り、サービ
ス利用者本位の質の高い福祉サービスの開発と提
供に努めることによって、社会福祉の推進とサー
ビス利用者の自己実現をめざす専門職であること
を言明する。
　われわれは、社会の進展に伴う社会変動が、と
もすれば環境破壊及び人間疎外をもたらすことに
着目する時、この専門職がこれからの福祉社会に
とって不可欠の制度であることを自覚するととも
に、専門職ソーシャルワーカーの職責についての一
般社会及び市民の理解を深め、その啓発に努める。
　さらに「価値と原則」では、次のように記され
ている。

１（人間の尊厳）

　ソーシャルワーカーは、すべての人間を、出

その不可能性や「倒錯の可能性」を強調している。
条件的な歓待と無条件的な歓待は根本的に異質で
あると同時に、互いに呼び求め合う。両者が異質性
を保ちながら混交する非決定性を、歓待のアポリア
とデリダは示している。こうした歓待の二重性をカ
ント的な二律背反として放置することにあるのでも、
弁証法的に統合することにあるのでもない13）。
　ただし、デリダはアポリアにより、歓待の意義
を否定するものではない。デリダはこのアポリア
の場にこそ、あるべき歓待の可能性を見出す。
　デリダの条件付きの歓待では、主人が存在し、
あるいは主である何者かが存在する植民地的構造
における歓待である14）。これは一見寛容である
が、自分たちの対応の閾を限定しているのである
15）。 それに対して、デリダの無条件の歓待にお
いては、予期されざる到来者に、主人は自分が与
えることのできる以上のもの、あるいは自分が
持っていないものまで与えなければならない。単
に義務にかなっているだけでなく、負債や経済＝
分配法則を超えて他者に対して無償に差し出され
るのである16）。つまり贈与不可能なものを贈与す
るのであり、そこには相互性は成立しない。そし
てその時、主人と客の立場は両者の立場は逆転し、
両者の区別は決定不可能になる。デリダはレヴィ
ナスの立場を継承し、またそれに彼の思考を重ね
ているのだが、デリダはレヴィナスが「自我とは
他者の人質である」と述べていることを受けて
17）、無条件の歓待において、いわば主人は客の人
質となる18）、と述べている。
　これをさらに理解を進めるために、デリダの招
待の歓待と訪問の歓待の区別について示しておき
たい。招待においては、主人は家の主人であり続
け、招待客であり続ける。招待された客は、家の
秩序を乱すことはない。それに対して、訪問の歓
待では、訪問者は招待客ではなく、予期されざる
到来者であり、それに対して純粋な主は質問する
ことなく家を空けるというものである。そしてそ
の訪問客はいつ来るかわからず、またこないかも
しれないのである。だから十分に予測して準備す
ることができなくなる。これがまさに無条件の歓
待である19）。そこで予期されざる者に対して、メ
シア的な他者に対する純粋な歓待を念頭に置くべ
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た指針を正確に応用しても、役に立たないような
状況に必ず直面する。また種々の範疇の倫理責任
に基づいた、選択の葛藤があることが多い。最終
決定が自明である場合は滅多にない」27）として
いる。しかし、「綱領の意味を明らかにするため
のいくつかの場合を仮定したり、あるいは実際に
起こった時に判決を下せば、一方では将来同じよ
うなケースが生じた場合の前例となり、公正と正
しい実践を保障することになり、また他方では実
践家への手引きを向上させることに役立つ」28）

という意味があり、完成体というよりはむしろ「継
続的過程」29）とも言うべきものである。以上の
意義と課題を含むものではあるが、ソーシャル
ワーカーの倫理綱領はその国のソーシャルワー
カーが、現時点で目標として、合意していること
を記している。
　さて以上の経過を踏まえた上で、前線の社会福
祉サービス従事者はホスピタリティについてどの
ように認識しているのか。以下の節で、筆者が行
なった調査の結果を一部示したい。

Ⅳ　調査結果

（1）調査の概要

　一つの調査結果をここで示したい。筆者は社会
福祉サービス従事者と社会福祉を学ぶ学生を調査
対象として質問紙調査を行った。目的は前線の福
祉サービス従事者がホスピタリティについてどの
ように考えているかを探るためであった。調査票
は山岸ら30）の開発した調査票を用いた。質問の
中で、本稿で取り上げるのは「利用者の要望が想
定外でも創意工夫を凝らして対応することが必要
であると思うか」という質問項目に対する回答で
ある。これはデリダの歓待に最も密接した設問で
あると考えたためである。

（2）調査の対象

　社会福祉サービス従事者は2013年3月にL市社
会福祉協議会研修会に参加している社会福祉従事
者に,その場で記入してもらった。190名に配布
し115名からの回答を得た。回答者内訳は文末注
に示す。回収率は,61.0％であった。とくに社会

自、人種、性別、年齢、身体的精神的状況、宗
教的文化的背景、社会的地位、経済状況等の違
いにかかわらず、かけがえのない存在として尊
重する。

２（社会正義）

　ソーシャルワーカーは、差別、貧困、抑圧、
排除、暴力、環境破壊などの無い、自由、平等、
共生に基づく社会正義の実現をめざす。

　加えて倫理基準では、Ⅱの「実践現場における
倫理責任」において

１（最良の実践を行う責務）

　ソーシャルワーカーは、実践現場において、
最良の業務を遂行するために、自らの専門的知
識･技術を惜しみなく発揮する。

３（実践現場と綱領の遵守）

　ソーシャルワーカーは、実践現場との間で倫
理上のジレンマが生じるような場合、実践現場
が本綱領の原則を尊重し、その基本精神を遵守
するよう働きかける。 

４（業務改善の推進）

　ソーシャルワーカーは、常に業務を点検し評
価を行い、業務改善を推進する。

　ソーシャルワークの価値は、各国のソーシャル
ワーカーの団体が専門的アイデンティティの核と
して、ソーシャルワーカーの倫理綱領の中に具現
化し、保持している23）。そのように考えると、上
記の記述が倫理綱領にあることは、当然のことと
考えられる。
　確かに、倫理綱領の実効性については様々な議
論があろう。倫理綱領には実践家たちに期待する
最高の行動基準と最低の行動基準が同時に示され
ている24）。そしてレヴィは「実践家倫理行動に圧
倒的な影響を及ぼせるものでは決してない」25）

と述べている。そして、「全てを包括した、明白
な倫理綱領でさえも、実践上あるいは実践外の職
業行動の理想と考えられる基準を十分に導き出し
たものではない。むしろ倫理綱領は、一般的に手
引きや職業上の合意事項を記録したものに過ぎな
い」26）と述べた上で「厳密な選択や成文化され
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無い」「不運」ではなく、本来はこうすべきなの
にしていない不正義の経験なのではないか、と思
い・考える可能性が生まれる32）。
　デリダは主体が自分の枠の中での条件付きを考
える範囲では、歓待にも限界が出てくることを示
唆している。そして、倫理綱領の声明では「改善」
述べられているものの、現実の社会福祉サービス
では自分たちの対応可能性に視野を狭める者もい
るということである。それはデリダの言説の構造
が存在することの一つの証左となるのではないだ
ろうか。そして福祉サービスにおいても潜んでい
ることを示唆するものではないだろうか。

Ⅴ　アポリアをいかに考えるか

　現在社会福祉の支援は,サービスとして法制度
上位置づけられ, 福祉サービス従事者が,利用者と
の対等で平等な人間関係や利用者の尊厳,自己実
現の尊重などを重視した明確な倫理に基づいた実
践をしていくことが求められている。そして上記
の倫理綱領を見れば、条件を設けずに、それぞれ
の人間をかけがえの無い存在と認め、全力をつく
すことが求められている。しかし、前線職員の意
識を見たところ、自分たちの想定を超えたものに
対する対応に消極性が存在していることが認めら
れる。これは個々の職員を否定するというもので
はない。むしろどこかで私たちの中で、『仕方が
ない』として、理念とのギャップを埋めることを
断念してしまいかねない、少なくとも法や業務マ
ニュアルに従うことで自身を納得させる心理につ
いて提起しておきたいのである。そして、社会福
祉サービスの分野においてもこれを聖域とせず、
検討していくことは必要であると思われる。
　一見当然のことではあるが、福祉サービスの支
援には求められることが、支援者の想定を超えた
ものがある。そしてそれに全てに応えることは実
は不可能なのである。しかし自分たちのマニュア
ルや想定を超えたところにニーズがあり、それに
謙虚に応答する必要性があるということを認識し
ておくことが必要なのではないか。デリダも最良
の歓待は、理想的な歓待が不可能であることを弁
えていることであるというだろう33）。そして、こ

福祉従事者の回答者の属性は下記の注に示した通
りであった。他方で、社会福祉を学ぶ学生には
2013年3月に調査票を配布し、その場で95名よ
り回収した。

（3）調査結果

　結果は表１の通りであった。(　)内は％を示し
ている。

　これに対して、Fisherの直接確率法検定を行
なったところ、p=0.031<0.05となった。学生よ
りも現場で活動している福祉サービス従事者のほ
うが、思わないと回答する割合が有意に高くなる
ということを示している。ここで詳細に論じるこ
とはしない。ただし、年齢と福祉の分野領域の違
いによる有意差は認められなかった。ここでは一
点、学生よりも現場職員の方が、思わないと回答
している点に注目したい。むろん、86.1%の回答
者が「思う」と答えている点は、見逃してはなら
ない。ただし、実際に前線で活動している福祉サー
ビス従事者が、自分たちの対応できる限界に照ら
し合わせて、マニュアルに従って行動し、それを
超えることに消極的になってしまう可能性が示唆
されている。これは言ってみれば、福祉現場で一
人ひとりの利用者の支援が十分にできなかったと
しても、「仕方がない」と諦めてしまう精神構造
を形成する一つの要因となるものではないか。確
かに資源には限りがあるのだから仕方が無いと考
えるのも一つの立場ではあろう。しかし、「仕方
が無い」といった現実に対する了解は、他の福祉
サービスの提供に基づく他の生活の可能性を抹消
してしまうのである31）。しかしそれに対して、人
間社会における現実は、他でもありうるという可
能性に思考が開かれたとき、今の現実は「仕方が

回答
計

思う 思わない

学生 89 (95.7) 4 (4.3) 93(100)

職員 99 (86.1) 16 (13.9) 115(100)

計 188(9.6) 188(90.4) 208(100)

表１　設問「利用者の要望が想定外でも創意工夫

を凝らして対応することが必要であると思うか」

に対する回答
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供すればよいというものではない。筆者は本稿で、
デリダの言説に着目し、福祉サービスは、自分た
ちが想定している以上の人々が求めており、それ
に対して対応できることには現実的に限界がある
が、それにどのような責任を認識していくのかを
考える必要があるのではないか、ということを述
べてきた。
　但し本稿の課題として、デリダの宗教的姿勢に
ついて挙げられる。「予期せぬ到来者」と言われ
る発想(例として、規定されえない絶対的到来者
を迎え入れるという表記39）や旧約聖書を引用し
ていること40）)にも見られるように、デリダのメ
シア性の理解は自身の信仰に多分に基づくと思わ
れ(彼自身は特定宗教とメシア性を論理的には分
離しているが41）)、どこまで一般化できるかには
慎重な検討が求められるであろう。しかし、デリ
ダの思考について触れることは、ホスピタリティ
を福祉サービスに導入する際に、皮相的な理解で
議論がされないように、冒頭に述べた目的である
ホスピタリティの本質的理解の一助となるのでは
ないか。

注

1）服部勝人　『ホスピタリティ学のすすめ』丸
善株式会社,2008

2）拙稿　「ホスピタリティの根源的意味に関す

れを端的に示したのがアポリアであり、そのよう
な状況において、ホスピタリティにはアポリアの
不可能性があることに着目すべきではないだろう
か。不可能性は理想化や郷愁や貶下を引き起こす
ようなものではない。むしろ我々に改変の可能性
を押し開くのである。デリダは到来者の不可能な
到来の可能性を限界にまで掘り下げることに力を
使うあまり、不可能な歓待が起こる非決定的な場
が既存の諸制度内でどのように生成していき、そ
こにどのような変容をもたらすかをプロセスとし
て追跡することをしていない34）。しかし、デリダ
35）自身も無条件の歓待が不可能であることを述
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のかなたにあるのかもしれないものを思い描くこ
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Ⅵ　おわりに

　考えてみれば、ホスピタリティは単なるユート
ピア論には留まらないし、単なる娯楽的感動を提

年代 人数 ％

２０代 18名　 15.5%

３０代 35名 30.1%

４０代 34名 29.3%

５０代 19名 16.4%

６０代 10名 8.7%

計 116名 100%

年数 人数 ％

１０年以下 77名 66.1%

１０年以上 39名 33.9%

計 116名 100%

注　社会福祉サービス従事者の回答者の内訳

表３　調査対象者の勤務年数

表２　調査対象者の年代
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［抄録］

　本稿では福祉サービスにおいてホスピタリティ概念を導入することを試みた。そこには、ホスピタリ
ティを単なる「思いやり」だけではなく、本質的理解をしていくことが求められる。そこで本稿では、
本質的理解につながるものとして、デリダの脱構築的思想から導き出された「不可能性のアポリア」を
紹介し、また筆者が行なった調査の結果も示し、ホスピタリティの本質的構造に迫っていきたいと考え
るものである。アポリアとは、「道がない」「通行できない」という意味で、ここには「不可能なもの」
が見られる。しかも、進む事のできない道を横断しなければならないという「アポリアの経験」をデリ
ダは主張する。筆者は本稿で、デリダの言説に着目し、福祉サービスは、自分たちが想定している以上
の人々が求めており、それに対して対応できることには現実的に限界があるが、それにどのような責任
を認識していくのかを考える必要があるのではないか、ということを述べる。ホスピタリティを福祉サー
ビスに導入することが、皮相的な理解にとどまらないようにするため、デリダの言説はホスピタリティ
の本質的理解に一助となるのではないか。
キーワード：デリダ　脱構築　アポリア　ホスピタリティ　社会福祉サービス


